
ー漁業法尊の－ �部を改正する等の法律 �案の概要：二 

題題漢書18m三種回書漢 � 

漁業は、国民に対し水産物を供給する使命を有しているが、水産資源の減少等により生産量や淘業者数は 
長期的に減少傾向。他方、我が国周辺には世界有数の広大な漁場が広がっており、漁業の潜在力は大きい。 
適切な資源管理と水産業の成長産業化を両立させるため、資源管理措置並びに漁業許可及び免許制度等の 
漁業生産に関する基本的制度を一体的に見直す。 

I　漁業法の改正（※海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（TAC法）を漁業法に統合）

（1）新たな資源管理システムの構築 

科学的根拠に基づき目標設定、資源を維持回復 

【資源管理の基本原則】 

・資源管理くま、資源評価に基づき、漁獲可能量（TAC）によ 

る管理を行い、持続可能な資源水準に維持・回復させる 

ことが基本（第8条） 
・fAC管理は、個別の漁獲割当て（IQ）による管理力 

基本（IQの準備が整っていない場合、管理区分におl 

る漁獲量の合計で管理）（第8条） 

【漁獲可能さくTAC）の決定】 
・農林水産大臣は、資源管理の目標を定め、その目標の－ 

準に資源を回復させるべく、漁獲可能量を決定 

（第11条） 

輪島獲割当て（IO）】 
・農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲実績等を勘案 

て、船舶等ごとに漁獲割当てを設定（第17条） 
・割当量の移転は船綿の譲渡等、一定の場合に限定 

（第22条） （2）生産性の向上に資する漁業許可制度の 

8、品市制肌l“畏プ胴Pl…’“車∵uL’！ 
競争力を高め、叢書lこ魅力ある漁船漁業を実現 

・漁船の安全性、居住性等の向上に向けて、船舶の規模に 

係る規制を見直し（第43条） 
・許可体系を見直し、随時の新規許可を推進（第42条） 

・許可を受けた者には、適切な資源管理・生産性向上に， 

る責務を課す。漁業生産に関する情報等の報告を義務付【 

（第52条） 

Ⅱ　水産業協同組合法の改正

（3）養殖・沿岸漁業の発展に資する海面 
利用制度の見直し 

水域の適切・有効な活用を図るための見彊しを菜施 

【海区漁蟻計画の策定プロセスの透明化】 

・都道府県知事は、計画案について、漁業者や漁業を富も 

うとする者等の意見を聴いて検討し、その結果を公表 

・知事は海面が最大限に活用されるよう漁業権の内容等を 

海区漁場計画に規定（第62条～第64条） 

【漁秦権を付与する毒の決定】 

・既存の漁業権者が漁場を適切かつ有効に活用している場 

合は、その者に免許。既存の漁業権がない等の場合は、 

地域水産業の発展に最も寄与する者に免許（法定の優先 

順位は廃止）（第73条） 

【漁場の適切・有効な活用の促進】 

・漁業権者には、その漁場を適切・有効に活用する責務を 

課すとともに、漁場活用に関する情報の報告を義務付け 

（第74条、第90条） 

【沿岸漁場管理】 

・漁協等が都道府県の指定を受けて沿岸漁場の保全活動を 

実施する仕組みを導入（第109条～第116条） 

（4）漁村の活性化と多面的機能の発揮 

国及び都道府県は、漁業・漁村が多面的機能を有してい 
ることに鑑み、漁業者等の活動が健全に行われ、漁村が活 
性化するよう十分配慮（第174条） 

1　1にlヱ′h仙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 

“海区漁業調整委員会について、漁業者代表を中心とする 行政委員会との性質を維持。漁業者委員の公選制を知事力 

議会の同意を得て任命する仕組みは見直し（第138条） 
・密漁対策のため罰則を強化（第132条、第189条） 

水産敵蔓‡こ合わ世た漁韻鱗蜜の晃彊し 

販売のプロの役員への登用、公認会計士監査の導入等により事業・経営基盤の強化を図る。 
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ー「　水窪政義め改革のポ �ト1一　一∴ 

我が国の沿岸水域が様々な漁業によって重複的に利用されている中で、資源管理を適切に行
い、漁場の円滑な利用を確保するために漁業権制度が果たしている機能は極めて重要なものです。

漁業者の減少、高齢化が進む中で、地域差はありますが、利用されない漁場も出てきており、
どうやって浜を存続させていくかが課題となっています。このため、漁場を適切かつ有効に活用
している既存の漁業権者の漁場利用を確保しながら、利用されなくなった漁場については、協業
化や地域内外からの新規参入を含め、水面の総合利用を図ります。

なお、新たな区画を設定する場合にも、都道府県知事はその水域を利用している漁業者や関
係する漁協等の意見を聴き、漁業調整その他公益に支障を及ぼさないように設定する必要があり、
周辺で操業する他の漁業への影響等を考慮しなければなりません。

【爛謹】

都道府県知輩は、海面を総合的は刺用するため、海区漁場計画を定める

異同漁業権の免許の適格憶を萬ずるのは、漁協又は漁連のみ

定置・匿圃漁業権は、漁場を適朗かつ有効lこ清掃している既存の漁業権蕾【こ擾先して免乾し、

それ以外の場合（漁業総の新設諸）は地域の水産業の発展贈霞も寄与すると認められる蕾に発話

都道府県苅輩は漁曝計画の作成は曝し水域を利用する漁業者等の憲党を態か恕贈ればなら漂い

新盤回の讃建ほ際しても、瀧薬調整その砲公益は支障を及ぼさ恐いよ劉こ議連することが義務

掃けられるため、竃覇霞腐黒鯛葦は蘭越で操業する他の漁薫への影響を曹癒することが不可来

襲蘭窪輩捷帯で鋪罷癒

・「適切かつ有効」とは、過剰な漁獲を避けて漁業を行いつつ、将来にわ

たり持続的に漁業生産力を高めるように活用することを意味します。
「適切かつ有効」の異体的な判断の基準等は技術的助言として国が示し

ます。

呂∴圏∴＼国電 ��圏三田；∴轟瞳薗漢嬢／： �：∴∴∴出国予言：享 
一間〇一一一一一一一言顕は題．一二；顕一一一一一ii∵一∵顕＼一報一一一一i 

現　行 �今　後 

共同漁業権 ��漁協（管理） �漁協（管理） 

定置漁業権 ��漁業者 �漁業者 
〔免許の優先順位を法定〕 �鶉零駕薫繋憑着京詰まを適覇かつ毒霧霊室 ∴∴「∴∴∴∴∴「∴“∵∴∵「∴∴÷；∴∵字∴÷ 

区画漁業権 （養殖） ��漁業者 �　　ヽ 漁業者 

〔免許の優先順位を法定〕 �　又は 　漁協（管理） 言∴∴∴㌣享子豊で∴∴「∴∴÷∴」∴∴∴∴＋；∴∴∴ 

特定区画漁業権 �漁協（管理）“漁業者 

振業者間の駒馨が必要 な5養殖業 �〔免約）優先膜位を法定〕 �・！主∴∴∴∴∴∴∴∵∴÷∴！．∴十㌧←　∴∴÷・言 

ロ


